
 

陸上自衛隊達第３２―１０号 

 人事記録に関する訓令（昭和３６年防衛庁訓令第２５号）第１４条の規定に 

基づき、陸上自衛官及び予備自衛官の人事記録の細部取扱いに関する達（昭和 

４３年陸上自衛隊達第３２―１０号）の全部を改正する。 

 昭和４７年１２月１５日 

                     陸上幕僚長 陸将 中村 龍平   

  

    陸上自衛官、自衛官候補生及び予備自衛官等の人事記録の細部取 

    扱いに関する達 

 

改正 昭和 51 年３月 １ 日達第  32―10―１ 号 昭和 53 年 １月 13 日達第  122―108 号    

   昭和 53 年１月 13 日達第    122―109 号 昭和 53 年 ２月 16 日達第 32―10―２号    

   昭和 54 年３月 14 日達第    122―111 号 昭和 55 年 12月 15 日達第  122―115 号    

   昭和 57 年４月 30 日達第    122―119 号 昭和 59 年 １月 ６ 日達第 32―10―３号    

   昭和 59 年６月 26 日達第    122―122 号 昭和 60 年 ４月 ６ 日達第 122―123 号    

   昭和 62 年３月 11 日達第  32―10―４ 号 昭和 63 年 ４月 ８ 日達第 122―126 号    

   平成 元 年２月 10 日達第   122― 127 号 平成 元 年 ９月 ６ 日達第 32―10―５号 

   平成 ２ 年９月 26 日達第  32―10―６ 号 平成 ２ 年 ９月 27 日達第 122―129 号 

     平成 ３ 年３月 19 日達第  32―10―７ 号 平成 ７ 年 12月 21 日達第 32―10―８号    

   平成 ９ 年１月 17 日達第    122―132 号 平成 10 年 ３月 20 日達第 122―136 号 

     平成 11 年３月 25 日達第    122―151 号 平成 13 年 ３月 27 日達第 122―167 号    

   平成 14 年２月 27 日達第    122―172 号 平成 14 年 ３月 26 日達第 122―175 号    

   平成 15 年３月 26 日達第    122―184 号 平成 16 年 ３月 29 日達第 122―192 号    

   平成 17 年３月 28 日達第    122―197 号 平成 18 年 ３月 30 日達第 122―209 号    

   平成 18 年７月 28 日達第    122―212 号 平成 19 年 １月 ９ 日達第 122―215 号 

     平成 19 年３月 27 日達第    122―219 号 平成 19 年 11月 22 日達第 122―223 号    

    平成 21 年１月 15 日達第  32―10―９ 号 平成 22 年 ６月 30 日達第 122―245 号   

    平成 23 年４月 19 日達第    122―251 号 平成 23 年 ９月 14 日達第 32―10―10 号   

   平成 26 年３月 25 日達第 122―262―２号 平成 27 年 ３月 31 日達第 122－269 号   

   平成 27 年９月 29 日達第    122―271 号 平成 28 年 ３月 23 日達第 122―276 号 

    平成 29 年３月 27 日達第    122―286 号 平成 30 年 ３月 27 日達第 122―291 号 

    平成 31 年３月 18 日達第    122―297 号 平成 31 年 ４月 19 日達第 122―302 号 

    令和 元 年６月 27 日達第    122―303 号 令和 ２ 年 ３月 24 日達第 32―10―11 号 

   令和 ３ 年３月 15 日達第    122―315 号 令和 ４ 年 ３月 29 日達第 122―317 号 

   令和 ６ 年３月 21 日達第    32―10―12 号 
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   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この達は、陸上自衛官（以下「自衛官」という。）及び自衛官候補生並び

に予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補（以下「予備自衛官等」とい

う。）の人事記録の整備、保管等について必要な細部事項を定めることを目的と

する。 

 （人事記録の整備及び保管） 

第２条 人事記録は、常に最新の状態に整備し、人事管理の基礎資料として活用

できるよう適切に保管しなければならない。 

  この際、防衛省人事・給与情報システム（以下「人給システム」という。）

による電磁的方式を基準とする。 

２ 人事記録（勤務成績報告書（人事記録に関する訓令（昭和３６年防衛庁訓令

第２５号。以下「訓令」という。）第２条第１０号及び長発人１第１５７号

（３７．８．３１）「人事記録に関する訓令における防衛大臣の定め」第１項

第３号に規定する勤務評定に基づき作成したものをいう。以下同じ。）を除

く。）は、記録書類入（別紙第１）に収納し、保管するものとする。ただし、

紙媒体で作成する勤務記録表等（自衛官勤務記録表（以下「勤務記録表（紙媒

体）」という。）並びに勤務記録表（紙媒体）の副本（以下「副本」とい

う。）及び勤務記録表（紙媒体）の抄本（以下「抄本」という。）を総称する

場合をいう。以下同じ。）は、別に取りまとめて保管することができる。この



 

場合において、勤務記録表等以外の記録は、記録つづり（別紙第２）につづり

込むものとする。 

３ 勤務成績報告書は、別に定めるところにより保管するものとする。 

 （勤務記録表等）  

第３条 勤務記録表は、事実に基づき、記載事項発生の都度、確実に電磁的方法

（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方

法をいう。以下同じ。）により記録し、必要に応じ電子計算機その他の機器を用

いて表示することができる状態で保管するものとする。  

２ 勤務記録表（紙媒体）及び副本の様式は自衛官勤務記録表（別紙第３）のと

おりとし、抄本の様式は勤務記録表抄本（別紙第４）のとおりとする。 

 

   第２章 自衛官及び自衛官候補生の人事記録 

 （自衛官及び自衛官候補生の人事記録）  

第４条 自衛官及び自衛官候補生の人事記録は、訓令第２条に規定する人事記録

に、次の各号に掲げる人事記録を含めたものとする。ただし、准陸尉及び陸曹

（幹部候補者たる自衛官並びに３尉候補者課程に入校を命ぜられた准陸尉及び

陸曹長（以下「３尉候補者」という。）を除く。以下同じ。）の人事記録並び

に陸士及び自衛官候補生の人事記録は、第１号の人事記録を含まないものとす

る。  

(1) 副本  

(2) 抄本  

(3) 削除  

(4) 栄典を受けていることの証明となる記録  

(5) 叙位、特旨叙位又は叙勲を受ける有資格者が退職する場合は、功績の概要  

(6) 特例の退職手当に関する申出書（陸上自衛隊退職手当支給規則（陸上自衛隊

達第３２―７号（３５．１．２９））第５条第２項に定める申出書）  

(7) 被ばく履歴簿（別紙第４－２）  

(8) 旧姓使用申出書（別紙第４－３）  

(9) 旧姓使用中止届（別紙第４－４）  

 （保管権者）  

第５条 自衛官及び自衛官候補生の人事記録の保管権者は、次の各号に定める者

とする。ただし、自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号。以下「法」とい

う。）第６章に規定する防衛出動、治安出動、災害派遣、地震防災派遣及び原

子力災害派遣を命ぜられ、本則第４章に定めるところにより人事記録を移管し

た場合には、当該人事記録の移管を受けた部隊等の長が移管を受けている間、

保管権者となるものとする。  

(1) 幹部（幹部候補者たる自衛官及び３尉候補者を含む。以下同じ。）に係る訓

令第２条各号（第４号、第５号、第６号及び第１０号を除く。）に規定する記

録及び本則第４条第４号に定める記録は、陸上幕僚長  



 

(2) 次表の左欄に掲げる部隊等に所属する幹部に係る訓令第２条第４号、第５

号、第６号及び第１０号に規定する記録並びに本則第４条（第４号を除く。）

に定める記録は、当該右欄に掲げる者 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （勤務記録表の整備責任者）  

第５条の２ 勤務記録表は、保管権者（幹部にあっては前条第２号の表に掲げる

者をいう。）を整備責任者として、記載事項のうち人事発令によらないものに

ついて、電磁的方法による入力を実施するものとする。  

 （人事記録の整備及び保管）  

第６条 保管権者は、新たに自衛官が採用若しくは任官されたとき、自衛官候補

生が採用されたとき又は自衛官が退職後再び採用されたときは、直ちに当該自

衛官に係る人事記録を整備し、保管するものとする。ただし、防衛大学校及び

防衛医科大学校の卒（修）業証明書並びに陸士に係る戸籍抄本（謄本）（訓令

第２条第３号に定める戸籍の根拠書類として提出された場合を除く。）は、整

備を要しないものとする。  

２ 前項の場合において、採用又は任官された自衛官が幹部であるときは、保管

権者は、第５条第１号に定める記録を１箇月以内に陸上幕僚長に、人事記録送

付・受領書（別紙第５）を付し送付するものとする。（以下第１９条第１号及

び第２号を除き、人事記録を移管、送付又は返送する場合について同じ。）  

３ 第１項の場合において、訓令第２条第４号に規定する卒（修）業証明書を提

出することが困難なとき又は提出できないときは、次の各号に定める書類又は

認定書をもってこれに代えることができる。  

(1) 提出することが困難なときは、保管権者が卒（修）業証明書の写しを 作成

し、原本と相違ない旨証明した書類 



 

(2) 廃校等のために提出できないときは、任免権者（任免権者が防衛大臣である

場合には、陸上幕僚長。以下同じ。）が卒（修）業した事実を証明するに足り

る資料に基づき認定した認定書（別紙第６）  

 （元自衛官等の人事記録の移管）  

第７条 保管権者は、前条の規定により人事記録を整備及び保管する場合におい

て、採用される自衛官が次の各号に該当する者であるときは、当該各号に定め

る者に必要な人事記録の移管を人事記録移管請求書（別紙第７）により求める

ものとする。  

(1) 元自衛官、元海上自衛官、元航空自衛官及び元自衛官候補生であるとき、陸

上幕僚長  

(2) 予備自衛官であるとき、抄本については、その者の住所を管轄する地方協力

本部長（以下「担当地方協力本部長」という。）、その他の人事記録について

は、陸上幕僚長  

(3) 即応予備自衛官であるとき、抄本については、第２７条の３に規定する保管

権者、その他の人事記録については、陸上幕僚長  

(4) 陸上自衛隊の事務官等であるとき、自衛官に採用される直前の任免権者  

(5) 陸上自衛隊以外の事務官等であるとき、陸上幕僚長  

２ 保管権者は、前項の人事記録を受領したときは、自衛官の人事記録として引

き続き使用するものとする。  

 （異任等に伴う移管）  

第８条 保管権者は、自衛官が異任、補職替え等により、整備及び保管する人事

記録を移管する必要が生じたときは、速やかに新保管権者に移管するものとす

る。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者に移管するものと

する。  

(1) 自衛官が内部部局に補職された場合、陸上幕僚長  

(2) 自衛官が統合幕僚監部又は統合幕僚学校に補職された場合、それぞれ統合幕

僚長、統合幕僚学校長  

(3) 自衛官が情報本部に補職された場合、情報本部長  

(4) 自衛官が海上自衛隊又は航空自衛隊に補職された場合、幹部は、陸上幕僚

長、准陸尉、陸曹及び陸士は、当該方面区を管轄する方面総監  

(5) 自衛官が防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所又は防衛監察本部に補職

された場合、当該機関の長  

(6) 自衛官が地方防衛局に補職された場合、当該地方防衛局長  

(7)自衛官が防衛装備庁に補職された場合、防衛装備庁長官 

２ 保管権者は、人事記録を移管する場合には、必要に応じて人事記録の写し

（人給システムから出力されたものを含む）を本人に携行させるものとし、携

行させることが適当でない場合は、郵送又は使送するものとする。 

 （転官に伴う移管）  

第９条 保管権者は、自衛官が海上自衛官又は航空自衛官に転官した場合には、



 

当該人事記録を陸上幕僚長に送付するものとする。  

２ 陸上幕僚長は、前項の人事記録を受領したときは、これを転官先の当該幕僚

長に移管するものとする。この場合において、当該転官者が幹部であるとき

は、自己の保管記録とともに、当該人事記録を転官先の当該幕僚長に移管する

ものとする。  

３ 陸上幕僚長は、海上自衛官又は航空自衛官が自衛官に転官した場合には、転

官前の当該幕僚長から人事記録の移管を受け、これを転官後の保管権者に送付

するものとする。  

４ 保管権者は、前項の人事記録を受領したときは、自衛官の人事記録として引

き続き使用するものとする。  

５ 前項の場合において、転官した自衛官が幹部であるときは、保管権者は、第

５条第１号に定める記録を１箇月以内に陸上幕僚長に送付するものとする。  

 （昇任に伴う処置）  

第１０条 保管権者は、准陸尉、陸曹及び陸士の自衛官が幹部に昇任した場合

（離職時の昇任を除く。）には、当該自衛官に係る第４条第３号に定める記録

を作成し、第５条第１号に定める記録にあっては、１箇月以内に陸上幕僚長

に、同条第２号に定める記録にあっては、遅滞なく新保管権者に移管するもの

とする。  

第１１条 削除  

 （人事記録の点検）  

第１２条 保管権者は、毎年１回、勤務記録表等の記載事項を本人に点検させる

ものとする。  

 （変更事項の届出）  

第１３条 自衛官及び自衛官候補生は、訓令第８条に基づき保管権者に変更事項

を届け出る場合において、当該変更事項が市町村の廃置分合、境界変更、名称

の変更等に基づく本籍地名の変更であるときは、これを証明する書類の提示を

もって届け出ることができる。  

第１４条 削除  

 （人事記録の照会）  

第１５条 人事記録に関する軽易な事務上の照会及び回答は、人事記録照会票

（別紙第１０）を用いて行うことができる。  

 （教育修了の通知）  

第１６条 入校等先部隊等の長は、入校等を命ぜられた自衛官の教育が修了した

ときは、速やかに保管権者（幹部にあっては、第５条第２項の表に掲げる者を

いう。）に当該自衛官の階級、氏名、課程名、期別及び教育実施期間（週）を

通知するものとする（陸上自衛官の特技に関する達（陸上自衛隊達第３２―１

６号（４５．２．２１））第８条第３項の場合を除く。）。  

 （表彰の通知）  

第１７条 表彰権者は、自衛官に賞詞を授与したときは、速やかに保管権者に当



 

該自衛官の階級、氏名、級の区分、整理番号、授与年月日、表彰理由及び功績

の概要を通知するものとする。 

２ 精勤章授与権者は、自衛官に精勤章を授与したときは、速やかに保管権者に

当該自衛官の階級、氏名、授与年月日及び種類を通知するものとする。 

 （懲戒処分及び意に反する処分の通知） 

第１８条 懲戒権者は、自衛官又は自衛官候補生を懲戒処分（懲戒処分の変更又

は取消しを含む。）に付した場合には、懲戒処分宣告書の写しに、当該違反態

様を付記し、原本と相違ない旨を証明して、速やかに保管権者に送付するもの

とする。  

２ 任免権者又は懲戒権者は、自衛官に本人の意に反する処分に対する処分説明

書を交付した場合には、遅滞なく原本と相違ない旨を証明した説明書の写し

を、幹部にあっては陸上幕僚長に、准陸尉、陸曹、陸士及び自衛官候補生にあ

っては保管権者に送付するものとする。（補定第２４号）  

 （離職時の処置及び移管）  

第１９条 離職した自衛官の人事記録の移管は、次の各号に定めるところによる

ものとする。  

(1) 保管権者は、第４条に定める人事記録について、所要の整備を行い、離職者

人事記録移管名簿（別紙第１２）を添え、別に示す時期までに、部隊等（自衛

隊地方協力本部及び自衛隊中央病院を除く。）にあっては、当該部隊等の所在

する駐屯地の駐屯地業務隊等の長（駐屯地業務隊長及び駐屯地業務を担当する

部隊等の長をいう。以下同じ。）を、自衛隊地方協力本部にあっては、支援駐

屯地業務隊等の長を経由して陸上幕僚長に送付し、自衛隊中央病院にあって

は、直接、陸上幕僚長に送付するものとする。  

(2) 保管権者は、給与改定その他の事由により人事記録を当該月の離職者人事記

録移管名簿と同時に送付できないときは、当該名簿の摘要欄に「別送」と朱書

し、当該名簿のみ送付するものとし、当該事由消滅後速やかに送付書（別紙第

１３）を付し前号に準じ陸上幕僚長に送付する。この場合において、次号によ

り人事記録又は第２３条及び第２７条の４により抄本を移管したときは、「再

入隊、再任用、予備自衛官、即応予備自衛官」の区分を記入し、「人事記録送

付済」又は「抄本送付済」と朱書する。  

(3) 保管権者は、再入隊又は再任用の人事記録の移管について陸上幕僚長から指

示があった場合は、人事記録送付・受領書（別紙第５）を付して陸上幕僚長へ

送付するものとする。  

(4) 前号により送付を受けた陸上幕僚長は、新保管権者に移管するものとし、移

管を受けた新保管権者は、給与改定等所要事項を記入し保管するものとする。  

２ 保管権者は、離職する自衛官が引き続き事務官等として任用されることが決

定している場合は、履歴書（別紙第１４）を作成し、人事記録とともに新任免

権者に送付するものとする。ただし、勤務記録表等、勤務成績報告書及び宣誓

書は、前項に規定する送付要領により陸上幕僚長に移管するものとする。  



 

３ 前項の規定は、自衛官が離職後、当該人事記録を陸上幕僚長に移管する前に

事務官等として採用され、新任免権者からその者の人事記録について送付の請

求があった場合に準用する。  

 （他の官公庁に任用等された場合の処置） 

第２０条 前条第２項の規定は、離職する自衛官が引き続き他の官公庁に任用さ

れることが決定している場合において、当該官公庁の任免権者から要求があっ

た人事記録について準用するものとする。ただし、当該人事記録は写とする。  

２ 前項の規定は、自衛官が離職後、当該人事記録を陸上幕僚長に移管する前に

他の官公庁に採用され、新任免権者からその者の人事記録について送付の請求

のあった場合に準用する。 

 

   第３章 予備自衛官等の人事記録  

    第１節 予備自衛官の人事記録  

（予備自衛官の人事記録）  

第２１条 予備自衛官の人事記録は、次の各号に掲げる記録とする。  

(1) 勤務記録表 

(2) 抄本 

(3) 予備自衛官の任免、服務、服装等に関する訓令（昭和３７年防衛庁訓令第１

号）第３条に定める予備自衛官志願票（予備自衛官補から予備自衛官に任命さ

れた者については、予備自衛官補の募集及び採用業務実施に関する達（陸上自

衛隊達第２３―７号（２８．５．１８））第５条に定める予備自衛官補志願

票） 

(4) 自衛隊法施行規則（昭和２９年総理府令第４０号。以下「施行規則」とい

う。）第４１条の規定に基づき提出した予備自衛官宣誓書  

  

（保管権者）  

第２２条 予備自衛官の人事記録の保管権者は、次表の左欄に掲げる記録にあっ

ては、当該右欄に掲げる者とする。 
人事記録 保管権者 

勤務記録表 陸上幕僚長  

抄本 

担当地方協力本部長 予備自衛官志願票（予備自衛官補志願票） 

予備自衛官宣誓書  

 （採用に伴う勤務記録表の送付） 

第２３条 陸上幕僚長及び部隊等の長は、新たに予備自衛官が採用されたとき

は、「予備自衛官採用通知書」（予備自衛官の任免等細部取扱いに関する達（陸

上自衛隊達２１―９号（４６．３．２４）（以下「予備自衛官任免達」とい

う。））別紙第６）の送付を待って勤務記録表の写し（電磁的に保管されている



 

勤務記録表を印刷したものをいう。以下同じ。）を人事記録送付・受領書（別

紙第５）とともに、担当地方協力本部長に送付する。 
 （担当変更に伴う処置） 

第２４条 担当地方協力本部長は、予備自衛官が担当区域外に住所を変更した

ときは、当該予備自衛官の勤務記録表にその旨を電磁的に記録し、保管中の人

事記録を予備自衛官任免達第７条第２項に準じて新たな担当地方協力本部長に

移管するものとする。 

第２５条 削除 

 （防衛招集等に伴う処置）  

第２６条 担当地方協力本部長は、予備自衛官に防衛招集命令、国民保護等招集

命令又は災害招集命令（以下この条において「防衛招集命令等」という。）が

発せられたときは、当該予備自衛官の保管中の抄本を防衛招集等部隊等の長に

送付するものとする。 

２ 防衛招集等部隊等の長は、出頭すべき予備自衛官に係る自衛官としての人事

記録（抄本を除く。）の送付を陸上幕僚長に申請（別紙第７）するものとす

る。  

３ 防衛招集等部隊等の長は、前項の規定により受領した人事記録を第５条に規

定する保管権者に送付するものとする。  

４ 保管権者は、防衛招集命令等を受けた予備自衛官が、防衛招集命令等を取り

消され又は防衛招集、国民保護等招集若しくは災害招集を猶予され若しくは解

除されて再び予備自衛官となったときは、当該人事記録のうち、抄本は担当地

方協力本部長に、その他の人事記録は陸上幕僚長に移管する。 

第２６条の２ 削除 

 （離職時の処置）  

第２７条 担当地方協力本部長は、予備自衛官が離職したときは、勤務記録表に

その旨を電磁的に記録し、保管中の抄本を遅滞なく陸上幕僚長に移管するもの

とし、その他の人事記録は、当該担当地方協力本部長が５年間保管後、破棄す

るものとする。  

２ 前項の場合において、当該予備自衛官が離職に際し即応予備自衛官を志願す

る者である場合には、担当地方協力本部長は、「即応予備自衛官採用通知書」

（即応予備自衛官の任免等細部取扱いに関する達（陸上自衛隊達第２１―２２

号（１０．３．２５））別紙第４）の送付を待って、勤務記録表の写し又は保

管中の抄本を人事記録送付・受領書（別紙第５）とともに、第２７条の３に規

定する保管権者に移管するものとする。  

    第２節 即応予備自衛官の人事記録  

（即応予備自衛官の人事記録） 

第２７条の２ 即応予備自衛官の人事記録は、次の各号に掲げる記録とする。 

(1) 勤務記録表 

(2) 抄本 



 

(3) 即応予備自衛官の任免、服務、服装等に関する訓令（平成１０年陸上自衛隊

訓令第１号）第３条に定める即応予備自衛官志願票 

(4) 施行規則第４１条の２の規定に基づき提出した即応予備自衛官宣誓書 

（保管権者）  

第２７条の３ 即応予備自衛官の人事記録保管権者は、勤務記録表(紙媒体)にあ

っては陸上幕僚長、その他の人事記録にあっては法第７５条の３の規定により

指定されている陸上自衛隊の部隊（以下「指定部隊」という。）における本則

第５条に規定する保管権者とする。 

 （採用に伴う勤務記録表の送付）  

第２７条の４ 陸上幕僚長及び部隊等の長は、新たに即応予備自衛官を採用した

ときは、即応予備自衛官採用通知書」の送付を待って勤務記録表の写しを人事

記録送付・受領書（別紙第５）とともに、指定部隊の保管権者に送付する。 

（部隊の指定替えに伴う処置）  

第２７条の５ 保管権者は、即応予備自衛官に対する部隊の指定替えが行われた

場合には、当該即応予備自衛官の人事記録を新たな指定部隊の保管権者に移管

するものとする。  

第２７条の６ 削除 

 （防衛招集等に伴う処置）  

第２７条の７ 保管権者は、即応予備自衛官に防衛招集命令、国民保護等招集命

令、治安招集命令又は災害等招集命令（以下この条において「防衛招集命令

等」という。）が発せられたときは、当該即応予備自衛官に係る自衛官として

の人事記録（抄本を除く。）の送付を陸上幕僚長に申請（別紙第７）するもの

とする。  

２ 保管権者は、防衛招集命令等を受けた即応予備自衛官が、防衛招集命令等を

取り消され又は防衛招集、国民保護等招集、治安招集若しくは災害等招集を猶

予され若しくは解除されて再び即応予備自衛官となったときは、抄本以外の人

事記録を陸上幕僚長に移管する。  

 （離職時の処置）  

第２７条の８ 保管権者は、即応予備自衛官が離職したときは、勤務記録表にそ

の旨を電磁的に記録し、保管中の抄本を遅滞なく陸上幕僚長に移管するものと

し、その他の人事記録は、当該保管権者が５年間保管後、破棄するものとす

る。 

２ 前項の場合において、当該即応予備自衛官が離職に際し予備自衛官を志願す

る者である場合には、保管権者は、「予備自衛官採用通知書」の送付を待っ

て、勤務記録表の写し又は保管中の抄本を人事記録送付・受領書（別紙第５）

とともに担当地方協力本部長に移管するものとする。 

第２７条の９ 削除 

第３節 予備自衛官補の人事記録  

（予備自衛官補の人事記録） 



 

第２７条の１０ 予備自衛官補の人事記録は次の各号に掲げる記録とする。  

(1) 勤務記録表 

(2) 抄本  

(3) 予備自衛官補の募集及び採用業務実施に関する達（陸上自衛隊達第２３―７

号（２８．５．１８））第５条に定める予備自衛官補志願票  

(4) 施行規則第４１条の３の予備自衛官補宣誓書  

(5) 戸籍の謄本又は抄本  

(6) 免許、検定その他資格の証明となる記録  

 （保管権者）  

第２７条の１１ 予備自衛官補の人事記録の保管権者は、担当地方協力本部長と

する。  

 （採用に伴う人事記録の整備及び保管）  

第２７条の１２ 担当地方協力本部長は、新たに予備自衛官補が採用されたとき

は、直ちに当該予備自衛官補に係る人事記録（勤務記録表及び抄本を除く。）

を整備し、保管するものとする。 

２ 前項の場合において、元自衛官から採用された予備自衛官補については、陸

上幕僚長は、「予備自衛官補採用通知書」の送付を待って保管中の抄本を人事

記録送付・受領書（別紙第５）とともに担当地方協力本部長に移管する。 

 （担当変更に伴う処置）  

第２７条の１３ 担当地方協力本部長は、予備自衛官補が担当区域外に住所を変

更したときは、当該予備自衛官補の勤務記録表にその旨を電磁的に記録し、保

管中の人事記録を予備自衛官補の任免等細部取扱いに関する達（陸上自衛隊達

第２１―２４号（２８．５．１８））第７条に準じて新たな担当地方協力本部

長に移管するものとする。 

第２７条の１４ 削除 
 （離職時の処置）  

第２７条の１５ 担当地方協力本部長は、予備自衛官補が離職したときは、勤務

記録表にその旨を電磁的に記録し、その他の人事記録は、当該担当地方協力本

部長が５年間保管後、破棄するものとする。 

２ 前項の場合において、元自衛官から採用された予備自衛官補が離職したとき

は、保管中の抄本を遅滞なく陸上幕僚長に移管するものとする。  

 （予備自衛官に任命時の処置） 

第２７条の１６ 担当地方協力本部長は、予備自衛官補が予備自衛官に任命され 
たときは、勤務記録表にその旨を電磁的に記録し、戸籍の謄本又は抄本及び免  
許、検定その他資格の証明となる記録を翌月末までに陸上幕僚長に送付するも 
のとし、予備自衛官補宣誓書は、当該担当地方協力本部長が５年間保管後、破  
棄するものとする。 

 
   第４章 防衛出動時等の取扱い  



 

 （防衛出動の場合の取扱い）  

第２８条 保管権者は、法第７６条第１項に定める出動を命ぜられた場合には、

出動に係る自衛官の勤務記録表の写し（本条でいう「勤務記録表の写し」と

は、電磁的に保管されている勤務記録表を印刷したものをいう。以下同じ。）

を携行し、他の人事記録は、あらかじめ陸上幕僚長が指示するところにより移

管するものとするものとする。 

 （国民保護等派遣の場合の取扱い） 

第２８条の２ 保管権者は、法第７７条の４に定める派遣を命ぜられ勤務記録表

を必要と認める場合には、派遣に係る自衛官の勤務記録表の写しを携行し、他

の人事記録は、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める者に移管

するものとする。  

(1) 派遣部隊等に残留する部隊等がある場合、残留する部隊等の長  

(2) 派遣部隊等に残留する部隊等がない場合、隷属系統上の直近上級部隊等の長  

２ 保管権者は、その保管する人事記録に係る自衛官が国民保護等派遣部隊等に

派遣された場合において、当該派遣先部隊等の長が当該自衛官の勤務記録表を

必要と認めるときは、当該派遣先部隊等の長に勤務記録表の写しを送付する。  

 （治安出動の場合の取扱い）  

第２９条 保管権者は、法第７８条第１項及び第８１条第２項に定める出動を命

ぜられ勤務記録表を必要と認める場合には、出動に係る自衛官の勤務記録表の

写しを携行し、他の人事記録は、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号

に定める者に移管するものとする。  

(1) 出動部隊等に残留する部隊等がある場合、残留する部隊等の長  

(2) 出動部隊等に残留する部隊等がない場合、隷属系統上の直近上級部隊等の長  

２ 前条第２項の規定は、自衛官が治安出動を命ぜられ出動部隊等に派遣された

場合に準用する。  

 （災害派遣等の場合の取扱い）  

第３０条 保管権者は、法第８３条第２項に定める災害派遣、法第８３条の２に

定める地震防災派遣又は法第８３条の２に定める原子力災害派遣を命ぜられ、

派遣期間が１箇月以上と予想され、かつ、必要があると認める場合には、行動

に係る自衛官の勤務記録表の写しを携行し、他の人事記録は、次の各号に掲げ

る場合にあっては、当該各号に定める者に移管するものとする。  

(1) 災害派遣部隊等又は地震防災派遣部隊等に残留する部隊等がある場合、残留

する部隊等の長  

(2) 災害派遣部隊等又は地震防災派遣部隊等に残留する部隊等がない場合、同一

駐屯地に隷属系統上の上級部隊等の長、同一駐屯地に隷属系統上の上級部隊等

の長がない場合、駐屯地業務隊等の長 

２ 第２８条の２第２項の規定は、自衛官が災害派遣部隊等又は地震防災派遣部

隊等に派遣され、当該派遣部隊等の派遣期間が１箇月以上と予想される場合に

準用する。  



 

 

   第５章 雑則  

 （勤務記録表等の複製）  

第３１条 保管権者は、紙媒体で作成された勤務記録表等を汚損又はき損したと

きは、当該勤務記録表等を複製することができる。この場合、旧勤務記録表等

は、十分な照合確認後、破棄するものとする。  

２ 複製する勤務記録表等は、誤記を除き、そのまま転記するものとし、備考欄

に複製の旨及び複製の年月日を記載し、第１面の左上欄外に「複製」と朱書き

するものとする。  

 （勤務記録表等の再製等）  

第３２条 保管権者は、紙媒体で作成された勤務記録表等を亡失したときは、速

やかに当該勤務記録表等の再製を行わなければならない。この場合、亡失した

勤務記録表等が勤務記録表及び副本であるとき又は予備自衛官の抄本であると

きは、速やかに階級、氏名、亡失年月日、亡失書類及び亡失時の状況等を、亡

失した人事記録に係る自衛官の任免権者に報告し、作成に必要な根拠となる資

料及び指示を受けなければならない。（補定第２５条）  

２ 再製した勤務記録表等には、備考欄に再製の旨及び再製年月日を記載し、第

１面の左上欄外に「再製」と朱書きするものとする。  

３ 保管権者は、亡失した勤務記録表等が発見された場合には、速やかに再製し

た勤務記録表等から所要の事項を転記し、再製した勤務記録表等を破棄するも

のとする。  

 （履歴証明等）  

第３３条 保管権者は、保管に係る人事記録の記載事項（入隊以前の事項を除

く。）について事実証明を行うことができる。ただし、隊員の全履歴証明につ

いては、履歴書（別紙第１４）をもって、任免権者が行うものとする。  

２ 離職者の履歴等に関する証明及び照会（以下「履歴証明等」という。）に対

する回答は、通常陸上幕僚長が行うものとする。ただし、第１９条及び第２０

条に基づき人事記録を陸上幕僚長に移管する前に証明する必要が生じた場合

は、当該保管権者が行うことができる。  

３ 離職者から在職中の履歴、資格、免許等について証明を求められたときは、

陸上幕僚長及び保管権者は、次の各号に掲げる事項を記載した証明願及び本人

確認書類の提出を受けるものとする。  

(1) 使用目的  

(2) 書式及び必要部数  

(3) 本籍地（都道府県名のみ記載する。）  

(4) 離職時の階級  

(5) 氏名（振り仮名を付し、離職後の改氏名は旧氏名を併記する。）  

(6) 生年月日  

(7) 認識番号  



 

(8) 入隊及び離職年月日 

(9) 最終所属部隊等名  

(10) 現住所及び電話連絡先  

４ 歴証明等に当たっては、陸上自衛隊における保有個人情報等の安全管理に関

する達（陸上自衛隊達第３２－２５号（令和４年３月３０日））第３４条によ

り適正に実施するものとする。 

  附 則 

１ この達は、昭和４８年４月１日から施行する。 

２ この達施行の際、現に使用している履歴表及び抜粋表は、この達の規定によ

り作成された勤務記録表及び抄本とみなす。ただし、その記載事項について

は、別冊のとおりとする。  

３ この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正

して使用することができる。 

   附 則（昭和51年３月１日陸上自衛隊達第32―10―１号）  

 この達は、昭和５１年３月２５日から施行する。  

   附 則（昭和53年１月13日陸上自衛隊達第122―108号）  

 この達は、昭和５３年１月３０日から施行する。  

   附 則（昭和53年１月13日陸上自衛隊達第122―109号）  

 この達は、昭和５３年１月３０日から施行する。  

   附 則（昭和53年２月16日陸上自衛隊達第32―10―２号）  

 この達は、昭和５３年３月１日から施行する。  

   附 則（昭和54年３月14日陸上自衛隊達第122―111号）  

１ この達は、昭和５４年３月１４日から施行する。  

２ この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、内容を修正して使用

することができる。  

   附 則（昭和55年12月15日陸上自衛隊達第122―115号）  

 この達は、昭和５５年１２月１５日から施行する。  

   附 則（昭和57年４月30日陸上自衛隊達第122―119号）  

１ この達は、昭和５７年４月３０日から施行する。  

２ この達施行の際現に保有する公印は、新たに作成するまでそのまま使用する

ことができる。  

３ この達施行の際現に保有する旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して使

用することができる。  

   附 則（昭和59年１月６日陸上自衛隊達第32―10―３号）  

１ この達は、昭和５９年１月６日から施行し、昭和５８年１２月２４日から適

用する。  

２ この達施行の際現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正

して使用することができる。  

   附 則（昭和59年６月26日陸上自衛隊達第122―122号）  



 

 この達は、昭和５９年７月１日から施行する。  

   附 則（昭和60年４月６日陸上自衛隊達第122―123号）  

 この達は、昭和６０年４月６日から施行する。  

   附 則（昭和62年３月11日陸上自衛隊達第32―10―４号） 

１ この達は、昭和６２年５月１日から施行する。ただし、別紙第１２作成要領

第１項の規定は、昭和６３年４月１日から施行する。  

２ この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修

正して使用することができる。  

   附 則（昭和63年４月８日陸上自衛隊達第122―126号）  

 この達は、昭和６３年４月８日から施行する。  

   附 則（平成元年２月10日陸上自衛隊達第122―127号）  

１ この達は、平成元年２月１０日から施行し、同年１月８日から適用する。  

２ この達施行の際、現に保有する旧様式の用紙類は所要の修正を行い使用する

ことができる。  

   附 則（平成元年９月６日陸上自衛隊達第32―10―５号）  

 この達は、平成元年９月６日から施行する。  

   附 則（平成２年９月26日陸上自衛隊達第32―10―６号）  

 この達は、平成２年１０月１日から施行する。  

   附 則（平成２年９月27日陸上自衛隊達第122―129号）  

 この達は、平成２年１０月１日から施行する。  

   附 則（平成３年３月19日陸上自衛隊達第32―10―７号）  

 この達は、平成３年３月１９日から施行する。  

   附 則（平成７年12月21日陸上自衛隊達第32―10―８号）  

 この達は、平成８年４月１日から施行する。  

   附 則（平成９年１月17日陸上自衛隊達第122―132号）  

 この達は、平成９年１月２０日から施行する。  

   附 則（平成10年３月20日陸上自衛隊達第122―136号）  

 この達は、平成１０年３月２６日から施行する。  

  附 則（平成11年３月25日陸上自衛隊達第122―151号）  

１ この達は、平成１１年３月２９日から施行する。（ただし書略）  

２ この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正

して使用することができる。  

  附 則（平成13年３月27日陸上自衛隊達第122―167号）  

１ この達は、平成１３年３月２７日から施行する。ただし、第１条、第２条及

び第３条の警務管理官に係わる改正規定、第２条の選抜等試験の受験機会を喪

失した自衛官の処置に係わる改正規定並びに第２条、第４条、第５条及び第６

条の陸上自衛官（看護）に係わる改正規定は、同年４月１日から施行する。  

２ この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正

して使用することができる。  



 

   附 則（平成14年２月27日陸上自衛隊達第122―172号）  

 この達は、平成１４年３月１日から施行する。  

   附 則（平成14年３月26日陸上自衛隊達第122―175号）  

１ この達は、平成１４年３月２７日から施行する。  

２ この達の施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を

修正して使用することができる。 

   附 則（平成15年３月26日陸上自衛隊達第122―184号）  

１ この達は、平成１５年３月２７日から施行する。ただし、婦人自衛官の女性

自衛官への呼称変更に伴う改正規定は、同年４月１日から施行する。  

２ この達の施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を

修正して使用することができる。  

   附 則（平成16年３月29日陸上自衛隊達第122―192号抄）  

１ この達は、平成１６年３月２９日から施行する。ただし、第１条及び第３条

から第７条までの規定は、同年４月１日から施行する。  

３ この達の施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を

修正して使用することができる。  

   附 則（平成17年３月28日陸上自衛隊達第122―197号）  

１ この達は、平成１７年４月１日から施行する。  

２ この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修

正して使用することができる。  

   附 則（平成18年３月30日陸上自衛隊達第122―209号）  

 この達は、平成１８年４月１日から施行する。  

   附 則（平成18年７月28日陸上自衛隊達第122―212号）  

１ この達は、平成１８年７月３１日から施行する。  

２ この達の施行に際し、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容

を修正して使用することができる。  

   附 則（平成19年１月９日陸上自衛隊達第122―215号）  

 この達は、平成１９年１月９日から施行する。  

   附 則（平成19年３月27日陸上自衛隊達第122―219号）  

１ この達は、平成１９年３月２８日から施行する。  

２ この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修

正して使用することができる。  

   附 則（平成19年11月22日陸上自衛隊達122―233号）  

 この達は、平成１９年１１月２３日から施行し、同年９月１日から適用する  

   附 則（平成21年１月15日陸上自衛隊達第32―10―９号） 

１ この達は、平成２１年１月15日から施行する。  

２ この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正

して使用することができる。  

   附 則（平成22年６月30日陸上自衛隊達第122―245号） 



 

 この達は、平成２２年７月１日から施行する。 

   附 則（平成23年４月19日陸上自衛隊達第122―251号） 

 この達は、平成２３年４月２２日から施行する。 

   附 則（平成23年９月14日陸上自衛隊達第32―10―10号） 

 この達は、平成２３年９月１５日から施行する。 

   附 則（平成26年３月25日陸上自衛隊達第122―262―２号） 

 この達は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成27年３月31日陸上自衛隊達第122―269号） 

 この達は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成27年９月29日陸上自衛隊達第122―271号） 

 この達は、平成２７年10月１日から施行する。 

   附 則（平成28年３月23日陸上自衛隊達第122―276号） 

 この達は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成29年３月27日陸上自衛隊達第122―286号） 

 この達は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成30年３月27日陸上自衛隊達第122―291号） 

 この達は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成31年３月18日陸上自衛隊達第122―297号）  

 この達は、平成３１年３月１８日から施行する。  

   附 則（平成31年４月19日陸上自衛隊達第122―302号）  

１ この達は、平成３１年５月１日から施行する。  

２ この達施行の際、現に保有する旧様式の用紙類は所要の修正を行い使用する

ことができる。  

   附 則（令和元年６月27日陸上自衛隊達第122―303号）  

１ この達は、令和元年７月１日から施行する。  

２ この達施行の際、現に存する本改正前の様式による用紙は、当分の間、これ

を修正した上使用することができる。  

  附 則（令和２年３月24日陸上自衛隊達第32－10－11号）  

１ この達は、令和２年４月１日から施行する。  

２ この達の施行以降、勤務記録表（紙媒体）は作成を要しないものとする。  

３ 勤務記録表（紙媒体）と第３条に規定する電磁的方法により入力した勤務記

録表にそれぞれ記録されている事項に差異があるときは、この達の施行以前に

記録された事項については、勤務記録表（紙媒体）を正規の記録として扱い、

整備責任者は、同表に記録されている事項を基に電子情報を整備することとす

る。  

４ 保管権者は、勤務記録表の移管、点検及び行動時の携行に際しては、当面の

間、勤務記録表（紙媒体）に併せ、第３条に規定する電磁的方法により入力し

た勤務記録表を印刷するものとし、必要に応じ、印刷された勤務記録表に記録

されている事項と電磁的に記録・保管されている事項が相違ない旨を証明した



 

上で実施するものとする。ただし、第４章に規定する防衛出動時等において

は、勤務記録表（紙媒体）の抄本に併せるものとする。  

   附 則（令和３年３月１５日陸上自衛隊達第122―315号）  

１ この達は、令和３年４月１日から施行する。  

２ この達施行の際、現に存する本改正前の様式による用紙は、当分の間、これ

を修正した上使用することができる。 

附 則（令和４年３月29日陸上自衛隊達第122－317号）（抄） 

１ この達は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２１日陸上幕僚監部達第32-10－12号） 

 この達は、令和６年４月１日から施行する。 
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